
福岡県立嘉穂東高等学校（全日制）同窓会規約 

 

第１章 総   則 

 

（名 称） 

第１条 本会は、福岡県立嘉穂東高等学校（全日制）同窓会（以下「本会」とい

う。）と称する。 

（目 的） 

第２条 本会は、会員協同して同窓としての親睦を深め、母校の発展に尽くし、

併せて社会奉仕につとめることを目的とする。 

２ 本会は、会員の学術、文化及びスポーツ振興等の社会活動を支援することを

目的とする。ただし、宗教及び政治活動には関与しないものとする。 

（事 業） 

第３条 本会は、前条の目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。 

（１）講習会、講演会、記念会の開催に関すること 

（２）母校教育についての後援に関すること 

（３）会誌及び会員名簿の発行に関すること 

（４）その他本会の目的を達成するために必要な事項 

（事務所） 

第４条 本会は、事務所を福岡県飯塚市大字立岩１７３０－５の母校に置く。 

（組 織） 

第５条 本会は、会員、客員、準会員、特別会員をもって組織する。 

（１）会員 

嘉穂郡立技芸女学校本科卒業生 

同    補習科卒業生 

同    専科卒業生 

同    選科卒業生 

嘉穂郡立実科高等女学校本科卒業生 

       同    選科卒業生 

嘉穂郡立飯塚高等女学校本科卒業生 

    同    実科卒業生 

       同    選科卒業生 

福岡県立嘉穂高等女学校本科卒業生 

    同    実科卒業生 

       同    選科卒業生 



福岡県嘉穂高等女学校本科卒業生 

       同    専修科卒業生 

       同    専攻科卒業生 

       同    補習科卒業生 

       同    併置中学卒業生 

       同    附設教員養成所卒業生 

福岡県立嘉穂女子高等学校本科卒業生 

       同    併置中学卒業生 

福岡県立嘉穂東高等学校本科卒業生 

       同    附設教員養成所卒業生 

       同    養成科卒業生 

（２）客員（現職員、旧職員） 

（３）準会員（在校生） 

（４）特別会員（母校に在校したことがあって、本会に特に功労がある者） 

（会員に対する処分） 

第６条 会長は、本会の名誉を毀損する行為を行った会員を、理事会の議決を得

て、除名することができる。 

 

第２章 役員及び監事並びに理事等 

 

（役員及び監事） 

第７条 本会に次の役員及び監事を置く。 

（１）会 長  １ 名 

（２）副会長  ４ 名 

（３）専門部長 ４ 名 

（４）監 事  ２ 名 

（役員及び監事の選任） 

第８条 前条の役員及び監事は、役員選考委員会を設置して選出し、総会におい

て選任する。 

２ 役員選考委員会規則については別に定める。 

（役員及び監事の任期） 

第９条 役員及び監事の任期は、就任後の第２回目の定時総会終結日までとす

る。ただし、再任を妨げない。 

２ 役員及び監事に欠員が生じたときは、理事会の承認を受け補充することが

できる。ただし、その任期は前任者の残任期間とする。 

（会長及び副会長） 



第１０条 会長は、本会を代表し、その会務を総理する。 

２ 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代行し、会長が欠

けたときはその職務を行う。 

（専門部長） 

第１１条 専門部長は、本規約第３２条から第３７条に規定する会務を統括す

る。 

（監 事） 

第１２条 監事は、本会の資産及び会計の状況を監査する。 

２ 監事は、本会の他の役員及び委員を兼ねることはできない。 

（理 事） 

第１３条 理事は、次のとおりとし、会員の連絡・世話にあたる。 

（１）支部長 

（２）卒業生の各回期から１名 

２ 理事が理事会に出席できない場合は、当該理事が指名する代理人の出席を

認めるものとする。 

（名誉会長） 

第１４条 名誉会長は、母校の校長とする。 

（顧 問） 

第１５条 顧問は、若干名とし、本会の歴代会長及び母校教頭に委嘱する。 

 

第３章 会  議 

 

（会 議） 

第１６条 会議は、総会、理事会、役員会、特別委員会、専門部会の５種とする。 

（会議の成立要件及び表決） 

第１７条 会議は、出席した構成員をもって成立し､議事はその過半数の同意に

より決する。ただし、可否同数のときは、議長の決するところによる。 

（総 会） 

第１８条 総会は、出席した会員をもって構成し、本会の最高議決機関とする。 

２ 総会の議長は、出席した会員の中から選任する。 

（総会の招集） 

第１９条 総会は、定時と臨時の２種とし、会長がこれを招集する。 

２ 定時総会は、毎会計年度終了後２か月以内に毎年１回開催し､１か年の予算

決算及び理事会提案の重要事項を審議する。 

3 臨時総会は、会長が必要と認めたとき又は理事会が必要と認めたときに開催

することができる。 



（総会の議決事項） 

第２０条 総会は、次に掲げる事項を議決する。 

（１）予算の決定及び決算の承認に関すること 

（２）事業計画の決定及び事業報告の承認に関すること 

（３）規約の制定及び改廃に関すること 

（４）重要な資産の取得及び処分並びに多額の債務の負担に関すること 

（５）役員の選任に関すること 

（６）前各号に掲げるもののほか、総会及び理事会において総会の議決を要する

ものとして決議した事項に関すること 

（理事会） 

第２１条 理事会は、出席した役員、理事をもって構成し、本会の執行機関とす

る。 

２ 理事会の議長は、出席した役員の中から会長が指名する。 

（理事会の招集） 

第２２条 理事会は、会長がこれを招集する。 

２ 理事会の招集は、会日より２週間前までにこれを通知しなければならない。

ただし、緊急の場合はこれを短縮することができるものとする。 

（理事会の議決事項） 

第２３条 理事会は、次に掲げる事項を議決する。 

（１）事業計画に関すること 

（２）総会に付議する議案に関すること 

（３）規則、規程の制定及び改廃に関すること 

（４）事業の執行に関すること 

（５）その他会長から付託された事項に関すること 

（６）総会を開催する暇がない場合で且つ緊急を要する事項に関すること 

 ただし、本条６号については、次の総会の承認を得なければならない。 

（役員会） 

第２４条 役員会は、出席した役員をもって構成し、本会の統括運営機関とする。 

２ 役員会の議長は、出席した役員の中から会長が指名する。 

（役員会の招集） 

第２５条 役員会は、会長がこれを招集する。 

２ 役員会の招集は、会日より２週間前までにこれを通知しなければならない。

ただし、緊急の場合はこれを短縮することができるものとする。 

（役員会の議決事項） 

第２６条 役員会は、次に掲げる事項を議決する。 

（１）事業の運営に関すること 



（２）理事会に付議する議案に関すること 

（３）その他会長から付託された事項に関すること 

（４）理事会を開催する程の重要議案ではない軽微な事項に関すること 

 ただし、本条４号については、次の理事会に報告しなければならない。 

（特別委員会） 

第２７条 本会は、必要がある場合には、理事会の議決するところにより、特定

の事項を行うため、特別委員会を設けることができるものとする。 

２ 前項の特別委員会について、必要な事項は理事会で定める。 

（専門部会） 

第２８条 専門部会は、出席した部長、副部長及び部員をもって構成する。 

２ 専門部会の議長は、部長又は部長が指名する者とする。 

（専門部会の招集） 

第２９条 専門部会は、部長がこれを招集する。 

２ 専門部会の招集は、会日より２週間前までにこれを通知しなければならな

い。ただし、緊急の場合はこれを短縮することができるものとする。 

 

第４章 会務組織及び会務分掌 

 

（会務組織） 

第３０条 本会の運営に必要な会務組織は、本章に定める。 

（事務局） 

第３１条 本会の会務組織による事務を処理するため事務局を置く。 

２ 事務局は、事務局長、事務局次長、事務局員をもって構成し、本会の庶務を

所管し、必要に応じて各種会議に出席するものとする。 

３ 事務局長１名、事務局次長１名、事務局員若干名は、母校の教職員の中から

会長が委嘱する。 

４ 事務局の運営に関しては、会長が定める。 

（専門部） 

第３２条 本会の会務組織による事務を処理するため専門部を置く。 

２ 専門部は、総務部、財務部、企画部、広報部の４種とし、部長が選任した１

０名以内の者をもって構成し、別に定める事務を分掌する。 

３ 専門部の部長は、副部長の指名ほか専門部の運営についての権限を有する。 

（専門部の会務分掌） 

第３３条 専門部の会務分掌は、本章に定めるところによる。 

（総務部） 

第３４条 総務部においては、次の事務を分掌する。 



（１）会議の開催及び庶務に関すること 

（２）同窓会名簿の作成に関すること 

（３）その他、他の専門部の所掌に属しないこと 

（財務部） 

第３５条 財務部においては、次の事務を分掌する。 

（１）会費の徴収に関すること 

（２）予算及び決算に関すること 

（３）金銭及び資産の管理に関すること 

（４）その他、前各号に付帯する事務に関すること 

（企画部） 

第３６条 企画部においては、次の事務を分掌する。 

（１）同窓会懇親会の基本事項に関すること 

（２）記念事業、周年事業の企画及び運営に関すること 

（３）その他、前各号に付帯する事務に関すること 

（広報部） 

第３７条 広報部においては、次の事務を分掌する。 

（１）会報の編集及び発行に関すること 

（２）広報に関すること 

（３）その他、前各号に付帯する事務に関すること 

 

第５章 支  部 

 

（支 部） 

第３８条 本会は、会員が多数在住している地域の設立発起人からの申し出が

あるときに、支部を設けることができるものとする。 

２ 支部の名称及び区域は、当該支部で定め、本会理事会の承認を要する。 

３ 支部を解散するときは、本会理事会の承認を要する。 

（支部の役員及び運営） 

第３９条 支部には、支部長、副支部長及びその他の役員を置く。 

２ 支部は、自主運営を基本とする。 

３ 支部は、支部規則の制定及び改廃並びにその運営について必要な事項につ

いては、本会理事会に報告するものとする。 

 

第６章 会  計 

 

（会計年度） 



第４０条 本会の会計年度は、１０月１日に始まり、翌年９月３０日に終わる。 

（収 入） 

第４１条 本会の収入は、次に掲げるものをもってあてる。ただし、準会員を除

き、一度収受した金員については、いかなる場合も返還しないものとする。 

（１）入会金 

（２）会員会費 

（３）準会員会費 

（４）寄付金 

（５）事業収益金 

（入会金） 

第４２条 本会の会員となる者は、母校入学時にあらかじめ別に定める入会金

を収めるものとする。 

（会 費） 

第４３条 会員は、別に定める金員を会計年度内に会員会費として納付するも

のとする。 

２ 準会員は、別に定める金員を年度内に毎月準会員会費として納付するもの

とする。ただし、転退学した生徒については、その年度内の準会員費は返金す

る。 

 

 

 

附   則 

本規約は、昭和４９年１０月２７日から施行する。 

 

     附   則（平成 4 年１１月 １日改正） 

本規約は、一部改正し、同日から施行する。 

 

     附   則（平成１７年１０月３０日改正） 

本規約は、一部改正し、同日から施行する。 

 

附   則（平成２４年 ８月１８日改正） 

本規約は、一部改正し、平成２４年１０月２７日から施行する。 

 

附   則（平成２６年１０月２５日改正） 

本規約は、一部改正し、同日から施行する。 

 



附   則（平成３０年１０月２７日改正） 

１．本規約は、一部改正し、同日から施行する。 

２．企画部、広報部については、部長が選任されるまで企画広報部長がその

任にあたる。 

 

附   則（令和２ 年１０月２４日改正） 

本規約は、一部改正し、同日から施行する。 


